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和光市

子どもたちが大人になっても暮らしたいと思える

「湧き水」と「みどり」のまち

概要版

和光市

みどりの基本計画



みどりの基本計画とは

和光市みどりの基本計画は、都市緑地法第４条に基づく計画であり、本市のかけがえのない“水とみどりの

豊かな環境”を、子どもたちやその先の世代につないでいくための取組を示すものです。

【計画期間】 令和４年度（2022年度）から令和23年度（2041年度）までの20年間

【対象とするみどり】

本計画では、水面・水辺、農地、河川、湧水、樹林

地、草地、公園・緑地、街路樹・植栽地、施設の緑地

などを対象とし、「みどり」と表現しています。

みどりの現状と課題

本市は以下のような特徴的なみどりを有しています。

計画の概要

みどりの特徴



都市におけるみどりは、貴重なオープンスペース

であり、市民の暮らしを支えるグリーンインフラと

して、５つの機能を有しています。

市内には、樹林地、公園、集合住宅の樹木、農地

など、様々なみどりがありますが、公園の分布に偏

りがあることや、開発等により減少することが懸念

されています。

みどりに関する現状等を踏まえ、みどりの課題を以下のように整理しました。

景観形成

機能

防災機能レクリエー

ション機能

生物多様性

確保機能

環境保全

機能

みどりの機能

みどりの分布

市内では、市民や環境団体が自分たちの手で身近

な自然を保全する活動が活発に行われてきました。

そのような市民たちの自発的な活動を支援するた

め、様々な協働事業が行われています。

自然環境の保全活動と協働

みどりの課題



みどりの将来像と基本方針、目標

４つの基本方針

将来像を実現するために、みどりのまちづくりの方向性として４つの基本方針を定めます。これらの基

本方針が持続的な好循環を創り出し、和光市のみどりを育みます。

みどりの目標

本計画を進めていくにあたり、４つの方針に基づく取組の効果や、日々の暮らしにおけるみどりの豊か

さを図る指標として、以下の５つの目標を掲げます。この５つの目標のほか、各基本施策ごとの進捗状況

を確認するための目標を別途定めています。
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将来像の実現に向けた基本方針・取組

重点プロジェクト施策体系

重 点
プロジェクト 湧水と親しめるせせらぎのあるまち

みどりの将来像の実現に向けて、以下の施策を展開していきます。 和光市の特徴である豊かな湧水と斜面林を次世代に継承するため、複数の施策や組織を横断的、かつ戦

略的に推進する重点プロジェクトとして、下記のとおり位置づけます。

計画の実現に向けて

次の一連の戦略を通じて、将来に渡って湧水を守ります。

市民に湧水の大切さを理解してもらい、保全継承に向けた意識を

高めるため、湧水周辺の景色を気軽に楽しんでもらえるような親し

みやすい水辺の景観整備を進めます。これにより、環境教育等への

活用や湧水の魅力のＰＲにもつながります。

湧水を継続的に守る人材を育てていくため、樹林地等の管理団体や各種サポーターのスキル向上のための

取組や保全活動への支援を行います。

湧水量を維持するために、源となる地下の浸透水を守ります。そのために、湧水の涵養域の調査研究を

すると共に、市民全体の湧水への意識を高め、市民の合意・共感を得ることで、台地上の広い範囲におけ

る湧水涵養域の保全を行う環境を整えます。そして、涵養域の緑地の保全や創出（雨水浸透機能を有した

施設の導入検討等）を進めます。

本市のみどりの将来像の実現に向けて、市民、市民団体、企業、教育機関、行政がそれぞれの役割を認

識し、協働して取組を推進します。

また、施策の進捗管理にあたっては、毎年度施策の進

捗状況の確認を行い、市ホームページ等を通じて広く市

民に公表します。

さらに、計画の中間年となる令和 13年（2031年）

には、中間見直しを行います。

戦略１ 湧水の水辺づくり

戦略２ 湧水の守り手育成

戦略３ 湧水涵養域の保全

市民団体

● みどりの保全・創出・維持管理
● みどりの存在・利用価値の向上
● みどりに触れる機会の提供
● みどりに関する調査・情報発信 等

市 民

● 愛着を持ちみどりを利用
● 家庭や地域における緑化推進
● みどりのイベントや講座への参加
● みどりのパートナーとしての活動 等

企 業

● 事業所内の緑化推進
● みどりの保全・創出活動への参加・協力
● みどりのイベントへの参加・協力 等

行 政

● 本計画の推進・進捗管理
● みどりの保全・創出・維持管理
● みどりのイベントや講座の実施
● みどりに関する調査・情報発信
● みどりの連携の輪づくり
● 国や県との連携 等

教育機関

● 各施設内の緑化推進
● みどりの保全・創出活動への参加・協力
● みどりのイベントへの参加・協力
● みどりに関する調査・研究 等

子どもたちが
大人になっても
暮らしたいと思える

「湧き水」と「みどり」の
まちの実現

計画の推進体制 施策の進捗管理と計画期間のスケジュール

柿ノ木坂湧水公園

基本施策１－１

今あるみどりを守る

基本施策１－２

愛される

みどりにする

基本施策２－１

新たなみどりをつくる

基本施策２－２

今あるみどりを活用する

基本施策３－１

みどりに触れる機会を

つくる

基本施策３－２

みどりの良さを広める

基本施策４－１

みどりのパートナーを
育てる

基本施策４－２

みどりの輪をつなげる

① 樹林地の保全

② 湧水の保全

③ 農地の保全

④ 公園の維持管理

① みどりの利用価値と存在価値の向上

② 愛着を持って利用できる仕組み

づくり

③ 誰にでもやさしいデザインの導入

① 都市計画等による公園整備

② まちづくり条例による緑化

③ 公共のみどりの創出

④ 民有のみどりの創出

① 公園を補完する公共施設等のみどり

の活用

① みどりの魅力の掘り起こし

② みどりに関するイベントの実施

③ 環境教育の実施

① みどりに関する情報発信

① みどりのパートナーの活動に

対する支援

② みどりのパートナー養成講座の実施

③ みどりのパートナーへの研修

機会の充実

① みどりに関する団体同士の連携

② 企業、飲食店、教育機関等との連携

将来像 基本方針 基本施策 個別施策

基本方針４

みどりの
パートナー
づくり

基本方針３

みどりの
魅力発信

基本方針２

みどりの
創出

基本方針１

みどりの
維持

子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
て
も
暮
ら
し
た
い
と
思
え
る

「
湧
き
水
」
と
「
み
ど
り
」
の
ま
ち

重点プロジェクトに関連する施策
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午王山ふれあいの森新倉ふれあいの森

外環上部丸山台広場

熊野神社

白子宿特別緑地保全地区
（富澤湧水）

わくわくパーク県営和光樹林公園

地下鉄車両基地

柿ノ木坂湧水公園

牛房八雲台特別緑地保全地区

上谷津ふれあいの森


